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はじめに 

 

 町では、厳しい財政状況のなか、医療・介護に要する費用の増大、公共施設の老朽化な

ど将来の課題に対して持続可能な対応を図り、未来に向けた必要な投資を実現するため

平成 30年度に行財政改革大綱のとりまとめが行われ、町の公共交通である循環バス事業

のほか、中学校通学バスの運行事業について、見直しを検討することとした。 

 中学校通学バスの運行事業の検討にあたっては、場当たり的なものにならないよう、令

和２年度に「聖籠中学校通学バス運行検討委員会」が設置された。 

運行開始から 10年以上が経過した中学校通学バスは、年を重ねるにつれて多くの生徒

が利用することとなり、現在では全生徒の７割から８割が利用している状況である。ま

た、保護者が求める中学校通学バスへの要望は年々高くなっており、更なるサービス向上

を望む声もある。 

一方、行財政改革大綱のなかでは、中学校通学バス運行事業の費用対効果の検討、受益

者負担の見直しが必要とされたことから、本検討委員会では、令和２年度においては、

「全生徒を対象として、生徒の通学の安全確保を目的とした運行とし、財政面の考慮と持

続性のある事業という視点から利用料金の値上げはやむを得ない。ただし、値上げについ

ては、急激な価格変更とならないよう、配慮すべきである。」という答申を行い、令和５

年度においては、感染症や物価高騰等の社会状況から「利用料金を据え置きとする。」と

報告を行ったところである。 

物価高騰という不安定な社会情勢が続いている一方で、令和５年８月に運賃の下限単

価が増額され、運行経費が令和４年度から 1.3 倍程度増加したことを踏まえ、本委員会

では、中学校通学バスの利用料金と、町民からの要望による利用期間の延長について、多

方向からの意見を整理しながら検討を行った結果をとりまとめ報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月 

聖籠中学校通学バス運行検討委員会 
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第１ 中学校通学バスの現状 

 

１ 中学校通学バス運行の経緯 

保護者などから、中学校通学バスの運行を求める声が上がり、平成 22年度か 

ら冬期間に限り、中学校通学バスを運行している。 

 

 ２ 登下校時の通学の現状 

３月～11 月は、登下校ともに、自転車及び徒歩、保護者等の車で送迎と様々な

形態で通学している。 

12 月～２月の３ケ月間については、徒歩及び保護者等の車での送迎と併せて中

学校通学バス利用により通学している。 

 

３ 中学校通学バスの現状 

中学校通学バスを利用する生徒は全生徒の７割から８割を占めている。 

  

第２ 中学校通学バスをめぐる情勢 

 

平成 30年 11月、聖籠中学校 PTAから町に対して「中学校冬季登下校バスについ

ての要望書」が提出された。 

平成 31年２月、「聖籠町行財政改革大綱」が示され、町公共交通体系の見直しが

行われることとなり、併せて小学生を含めた通学のあり方及び中学校通学バス事業

についても、見直しの検討を行うことが求められた。 

令和２年７月、聖籠中学校通学バス検討委員会発足。 

令和３年３月、聖籠中学校通学バス運行検討委員会より、意見書が提出された。

特に「運行目的」について、遠距離通学の支援に限定したものではなく「安全の確

保」を最優先すべきとされ、対象生徒を全生徒とした。また、町財政面への負担の

増加や利用料金を含む受益者負担などへの影響も大きな検討課題とし、持続性のあ

る事業の確立という視点から「利用料金の値上げはやむを得ない。ただし、値上げ

については、急激な価格変更とならないよう、配慮すべきである。」とした。 

令和４年７月、聖籠中学校通学バス運行検討委員会より、令和４年度の運行につ

いては、利用料金を据え置きとし、値上げについては、令和５年度以降も継続して

運行前に検討を行うものとした。 

令和５年６月、聖籠中学校通学バス運行検討委員会より、報告書が提出され、令

和５年度の利用料金を据え置きとした。 
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第３ 検討委員会の設置と進め方 

 

遠距離通学の解消として始まった聖籠中学校通学バスは、時代の流れと共に「生

徒の通学の安全確保」を目的とする運行へとシフトしてきたが、町の財政面を考慮

し、持続性のある事業の確立という視点から「利用料金の値上げはやむを得ない。

ただし、値上げについては、急激な価格変更とならないよう、配慮すべきである。」

と令和３年３月に答申が行われ、令和５年度に行われた検討委員会では、「①コロ

ナ禍、物価高騰等の社会情勢、②値上げによる利用控えに伴う交通事故への懸念、

③値上げには過去の国の制度改正による値上げと同等の理由が必要。の３つを理由

に、利用料金を据え置きとする。」と報告を行ったところである。 

本検討委員会では、令和５年８月に運賃の下限単価が増額されたことにより、運

行経費が令和４年度から 1.3倍程度増加するしたことから、利用料金の値上げにつ

いて再度検討を行うとともに、運行期間を延長してほしいとの町民からの要望につ

いても検討するものとする。 

 

 １ 本委員会で検討する内容 

(１) 今年度以降の中学校通学バス料金について 

(２) 運行期間について  

 

 ２ 検討委員会開催 

   令和６年６月、10月の２回開催 

 

 

第４ 検討課題 

 

１ 中学校通学バス料金について 

(１) 現状 

⚫ 運行期間３ケ月での利用料金について、往復 1万 4,000円（片道 7,000

円）とし、一括前払い徴収方式としている。 

⚫ 「就学援助世帯」・「生活保護世帯」・「災害等などによる生活困窮世帯」

を対象に減免措置をしている。 

⚫ 令和５年度は、運行費用に対し、約 27.6％を利用者が負担している。 

⚫ 令和５年度からは、運賃の下限単価が増額となり運行経費が増加し

ている。 

⚫ 令和６年度は、中学校の生徒数増に伴うバス利用者増となり、運行経

費が増加している。 

⚫ アンケートの結果から、今年度利用する者の内 82.2％の者が値上げ

後も利用すると回答している。 
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(２) 委員会で出た主な意見 

⚫ 利用料金が 7,000円となってから 10年が経過し、国の単価改定や利

用者増により運行経費も増加しているため、値上げは仕方がない。 

⚫ アンケート結果からも料金の値上げは許容されると判断できる。 

⚫ 値上げによる利用控えにより、渋滞や交通事故等が懸念される。 

⚫ 値上げは、目標金額まで数年かけてあげるのではなく、一度にあげた

方がよい。 

⚫ 中学校内で兄弟姉妹がいる場合の保護者負担の軽減策をお願いした

い。 

 

(３) 検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運行期間について 

(１) 現状 

⚫ 令和２年度の検討委員会で示された考え方を踏まえ、中学校で自転車

通学が禁止となる 12 月～２月のみ中学校通学バスの運行を行ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

⚫ アンケートでは、57.6％の者が 11 月、または 3 月、若しくはその両

方の運行期間の延長を希望すると回答し、35.0％の者が希望しないと

回答した。 

⚫ 期間を延長した場合、１か月につき 3,000～4,000 円程度利用料金が

上がり、３月は３年生が利用しない為、１、２年生の負担はさらに大

きくなることが想定される。 

 

(２) 委員会で出た主な意見 

⚫ この事業の目的が、冬期間の降雪時における生徒の通学の安全確保で

あることから、11月や３月は気象情報から降雪がほぼないため、現

《委員会の意見》 

・利用料金は、片道１万円/３か月とし、一度に値上げする。 

・中学校内で兄弟姉妹がいる場合の保護者負担の軽減策が必要。 

委員会の基本的な考え方 

本事業は、冬期間での登下校の利便性とともに、降雪により歩行空間が

制限された道路通行の不安解消策及び、冬季の日暮れが早くなること

からの防犯の安全性の観点から「生徒の通学の安全確保」とすべきであ

る。 
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状のままでよい。 

⚫ 運行期間の延長により、利用料金が上がり保護者負担がさらに増えて

しまう。 

⚫ 中学校通学バスを運行する月は、学校の活動（補充学習、進路指導等

放課後活動）が中学校通学バスの出発時刻に制約されてしまう。 

 

(３) 検討結果 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 付帯意見 

 

  本検討委員会で利用料金の値上げを検討する上で実施したアンケートの結果、

今年度利用予定の者の 17.1％の者が、料金が上がったら利用しないと回答してい

ることから、冬季バスの利用を控え、保護者の送迎等で通学する生徒が増加するこ

とが見込まれる。 

  現状、悪天候になると自家用車による生徒の送迎が増加するため、聖籠中学校の

体育館側の道路に渋滞が生じており、冬季バスの利用料金の値上げに伴い、さらに

渋滞が生じることが予想される。 

  このため、生徒の通学の安全を確保する観点から、以下のような対策が講じられ

るよう望む。 

 （１）聖籠中学校外周の道路や、テニスコート脇駐車場の除雪の徹底 

 （２）聖籠中学校北西にある砂利駐車場の舗装、整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会の意見》 

・以下の理由から運行期間は、12月から２月までとする。 

①期間の延長により利用料金が上がり保護者負担が増える。 

②11月、３月の放課後活動の時間を確保したい。 
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まとめ 

 

 本委員会では、中学校通学バスの運行に係る利用料金、運行期間について検討を行っ

た。今回、アンケート結果を踏まえた保護者目線で議論を行い、現段階における全会一致

の報告書として提出するものである。 

聖籠町及び聖籠町教育委員会におかれては、町の大切な子どもたちのため日々鋭意努

力され、子どもたちはじめ子育て世帯に対する手厚いご支援をいただいていることに対

し、心より敬意を表するものである。 

町当局におかれては、本委員会の意見を参考に、中学校通学バス運行が持続可能な展開

をしていくことを期待する。 
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 参考資料 

 

聖籠中学校通学バス運行検討委員会の検討経過 

 

 本委員会が町から求められた役割は、中学校通学バスの運行に関する以下のことにつ

いて基本的な考え方を示すことであり、検討に必要となる資料に基づき、検討を実施し

た。 

 開催日 内容 

第 1回 令和６年６月 14日 
①中学校通学バス料金について 

②運行期間について  
第 2回 令和６年 10月 11日 
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 聖籠中学校通学バス運行検討委員会名簿 

                                        

 

（敬称略） 

氏名 所属 備考 

五十嵐 喜代春 元五泉中学校長 有識者(会長) 

丹 後  直 子 聖籠中学校校長  

齋 藤  茜 聖籠中学校ＰＴＡ会長 蓮野小学校区 

肥 田 野  裕 美 聖籠中学校ＰＴＡ副会長 山倉小学校区 

岡 崎  慶 子 聖籠中学校ＰＴＡ副会長 亀代小学校区 

齋 藤  健 二 聖籠中学校 学校運営協議会会長  

伊 藤  健 文 町立小学校の校長の代表 亀代小学校 

小 林  和 歌 子 町立小学校ＰＴＡ会長の代表 蓮野小学校 

土 田  庸 雄 町立小学校ＰＴＡ会長の代表 山倉小学校 

佐 々 知  瑞 枝 聖籠町交通安全母の会会長  

【任期：令和６年４月１日～令和７年３月 31日】 
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聖籠中学校通学バス運行検討委員会設置要綱 

                                        

 （設置） 

第１条 聖籠中学校通学バス運行について協議検討を行うため、聖籠中学校通学バス運

行検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （検討事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項の検討を行うものとする。 

 （１） 聖籠中学校生徒の通学バスの運行及び運行基準に関すること 

 （２） 前号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、１５名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

 （１） 町内に在住し、又は勤務する有識者 

 （２） 新発田警察署聖籠交番所長 

 （３） 聖籠中学校長 

 （４） 聖籠中学校ＰＴＡの代表 

 （５） 聖籠中学校運営協議会長 

 （６） 町立小学校の校長の代表 

 （７） 町立小学校ＰＴＡ会長の代表 

（８） 町交通安全母の会会長 

 （９） その他、教育長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から１年間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げないものとする。 

 （会長及び代理者） 

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその

職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

 （事務局） 

第７条 委員会の事務局は、町教育委員会子ども教育課に置く。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、運営上必要な事項については会長が別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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聖籠町立聖籠中学校通学バスの運行要綱 

                                        

（趣旨） 

第１条 この告示は、聖籠町立聖籠中学校の生徒が冬季の通学に供するバス（以下「通

学バス」という。）の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（業務の委託） 

第２条 町長は、通学バスの運行業務を運送事業者に委託して行うものとする。 

（利用対象者） 

第３条 通学バスを利用できる者は、聖籠中学校に通学する生徒及び教育委員会が特に

認めた者とする 

（運行期間） 

第４条 通学バスの運行期間は、１２月１日から翌年２月末日までの登校日とする。 

（運行経路及び乗降場所） 

第５条 通学バスの運行経路及び乗降場所については、中学校の登下校時間及び生徒

数、並びに道路交通状況等を勘案して教育委員会が別に定める。 

（利用の申込み） 

第６条 通学バスを利用する生徒の保護者は、毎年度の９月末日までに通学バス利用申

込書（別記様式第１号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 利用申込みの単位は運行期間の全登校日とし、１日単位の利用申込み及び期間途中

からの申込みは受け付けないものとする。ただし、通学バスの乗車定員に余裕があ

り、かつ、生徒や家庭の事情等により止むを得ないと認められる場合は、この限りで

ない。 

（乗車証の交付） 

第７条 教育委員会は、前条による申込書の内容を審査し、学校長を通じて、生徒に通

学バス乗車証（別記様式第２号）を交付する。 

２ 教育委員会は、通学バス乗車証交付台帳（別記様式第３号）を備え付け、同条第１

項により乗車証を交付したときは、所要事項を記入しなければならない。 

３ 通学バスに乗車しようとする生徒は、乗車証を運転者に提示しなければならない。 

（乗車証の変更） 

第８条 生徒の保護者は、転出、転居等により、乗車証の内容に変更が生じたときは、

乗車証を添えて、変更届出書（別記様式第４号）を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

２ 教育委員会は、前項の変更届出書を受理したときは、乗車証を変更又は廃止する。 

（実費徴収） 
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第９条 町長は、通学バスを利用する生徒の保護者から通学バスの運行に要する費用の

一部を実費として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合

に限り、町長は徴収する金額の一部を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定により徴収する金額及び徴収方法は、町長が別に定める。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成２２年１０月１日から施行する。 

２ 平成２２年度に限り、第６条第１項の申請は、１０月末日と読み替えるものとす

る。 

附 則（平成２６年３月７日教委告示第２号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２３日教委告示第９号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 


